
答
申 

諮 問 

答申 

報告 

子 

ど 

も 

・ 

保 

護 

者 

相 

談 
○ 

助 
言 

い じ め 

以 外 

関係機関 

○ 

助 
言 

い じ め 

事  案 

（疑いも） 

相 

談 

い じ め 

事  案 

（疑いも） 

○ 

継 

続 

相 

談 

関係機関 

い じ め 

以 外 

報告 

第23条 
第２項 

支援 

指示 

第24条 

県 
 
議 
 
会 

（
県
立
学
校
事
案
の
み
） 

 
 

 
○調  査  

（平時：第24条） 
（重大：第28条） 

設置根拠： 
第14条第３項 

○再調査  
（県立：第30条） 
（私立：第31条） 

設置根拠 

県立：第30条第２項 

私立：第31条第２項 

○ケース会議 
（月２回程度） 

緊急支援専門家チーム 
 

弁護士、心理・福祉の専門家、 

医療関係者等 

※私立学校における事案 
  も相談は受付 

調
整 

第23条 
第２項 

支援 

指示 
第24条 

市 町 
教育委員会 

市町立学校 

学校法人 

こころんだいやる 
子どもナイトだいやる 

県教育委員会 
（いじめで悩む子どもへの組織的支援） 

第三者機関 

いじめの防止等のための対策に関する組織（全体図） 

 
 

いじめ対策 

委  員  会 

県立学校 県教育委員会 

知   事 

再調査 

    結果報告 

 
 

私立学校 
いじめの防止等の 

対策のための組織 
○調  査  

（平時：第24条） 

○調  査  

（重大：第28条） 

支援・指示   報告 

第24条 第23条第２項 

相 

談 

相 

談 

総務部 
（私学担当） 

報告・支援 

諮
問 

 
 

 

いじめの防止等の 

対策のための組織 

（必要が 
 あるとき） 

調
整 

 ・県 ・県教育委員会 ・警察本部 
 ・子ども家庭相談センター ・関係機関、団体等 

連携 

第14条 
第２項 

 
 

 ○情報交換･共有、連携等 

滋賀県いじめ問題対策連絡協議会 

設置根拠：第14条第1項 

第24条 必要がある時 
第28条 重大事態である時 

報告 

（重大事態 
 の場合） 

    調整   

支
援 

支
援 

支 
援 

支 
援 

滋賀県立学校 

い じ め 問 題 

調 査 委 員 会 

滋     賀     県 

いじめ再調査 

委     員     会 


